
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス

あしや健康フォーラム 2019「認知症を学ぶ」

イベント

10月から幼児教育・
　　　　　　　保育が無償化

10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。幼稚園や

保育所などを利用する下記の子どもたちの利用料が無償

になります。（行事費やこれまで保育料に含まれていた食

材料費などは原則実費負担となります）

◆市内在住・３～５歳児

　※幼稚園に通っている子どもは満３歳から

◆市内在住・住民税非課税世帯の０～２歳児

対象

■問い合わせ　

〈保育所・認定こども園・認可外保育施設を利用する人〉  

 子育て推進課　☎38-2128
〈幼稚園を利用する人〉

 教育委員会管理課　☎38-2085

保育の必要性のある子どもの保育料を無償化します。※認

可外保育施設等利用の場合は、月42,000円までの利用料を

無償化します。詳しくはホームページをご覧ください。

０～２歳児の住民税非課税世帯の保護者へ

認知症になっても住み慣れた地域で、その人ら

しく生活したい。支えあいのヒントを学びます。

■日時　９月１日（日）午後１時 30 分～４時

　（開場午後１時～）

■会場　ルナ・ホール

■講演内容　第１部「もしかして認知症？～早

　期発見の重要性～」「健康体操で認知症を予

　防しよう！」／第２部「認知症の正しい知識」

■定員　550 人

■問い合わせ　芦屋病院　☎ 31-2156

認可保育所・小規模保育事業所・認定こども園・幼稚園（新

制度移行済）を利用している人は原則手続きは不要です。

それ以外の人は手続きが必要な場合があります。詳しくは

市ホームページをご覧ください。

手続き

※障がい児通所施設の利用料も無償化の対象です。

　詳しくはこども係（☎38-2045）へお問合せください。

※無償化に向けて、９月の市議会での条例改正の手続き

　を進めております。

無償化の対象となるには、給付申請や保育の必要性の認

定が必要となる場合があります。次のいずれかに当てはま

る人は申請の手続きをしてください。

手続きが必要な３～５歳児の保護者へ

①幼稚園（新制度未移行）を利用する人
■助成金額　月25,700円まで無償

■申請方法　園を通じて申請
②幼稚園・認定こども園（幼稚園部）の預かり保育を利用する人

■助成金額　預かり保育料として月11,300円まで無償

■申請方法　原則、園・施設を通じて申請

③認可外保育施設・一時預かり等・ベビーシッターを利用する人

■助成金額　月37,000円まで無償

■申請方法　原則、園・施設を通じて申請

※②③は保育の必要性がある場合のみ

芦屋市防災総合訓練
いざという時に大切な命を守るため、防災

の知識を深めましょう。

今年は芦屋大学と連携した楽しい企画が盛

りだくさん！

■日時　９月１日（日）午前９時～午後１時

■会場　芦屋大学　※無料シャトルバスあり

■内容　避難所開設訓練、段ボールベッ

　ド・簡易トイレの組立て、災害食の食

　べ比べ、起震車体験、展示コーナー、

　防災講演、スタンプラリー（防災備蓄

　セットをプレゼント）

■問い合わせ　防災安全課　☎ 38-2093

イベント

起震車

災害食食べ比べ

お知らせ

ランチミーティング・オープンミーティング
市長と芦屋の未来について語りましょう。

テーマは「芦屋のお財布事情と10年後の姿」です。

【ランチミーティング（芦屋の学校給食を試食しながら）】

■日時・会場　正午～午後１時

　10月７日（月）山手中学校／ 10月８日（火）精道小学校

　10月10日（木）朝日ケ丘小学校／ 10月28日（月）打出浜 

 小学校／ 10月30日（水）潮見中学校

■定員　各回30人

            ※応募方法は９月号でお知らせします

■参加費　中学校290円・小学校250円

【オープンミーティング】

■������日時・会場　10月19日（土）

　午前10時30分～・朝日ケ丘集会所

　午後３時～・市民センター

　午後６時30分～・潮芦屋交流センター

■問い合わせ　政策推進課　☎38-2127「芦屋の給食」本より（イメージ）

いとう市長


